
堺市社会福祉事業団 短期契約職員（調理補助・休職代替）募集要項 

           

１．勤務期間 

令和 8年 4月 1日から令和 8年 4月 30日まで 

※休職者の取得状況により、延長の可能性あり 

 

２．勤務日及び勤務時間 

月～金 7時 00分から 15時 00分（内 45分休憩） 

※勤務日・勤務時間はご相談ください 

 

３．雇用条件 

・給食調理業務経験者 

・雇用開始日現在、65歳未満の方 

・資格、学歴不問 

  

４．休日等 

土日祝日 

 

５．勤務内容・条件等 

児童発達支援センターにおける給食作成補助 

    

６．勤務地 

堺市立もず園・・・堺市西区上野芝町 2丁 4‐1   

 

７．給料等（当事業団規程のとおり） 

月給 216,600円（地域手当含む・週勤務時間による割落としあり） 

 

８．通勤手当 

あり（上限 55,000円） 

 

９．社会保険 

(1)健康保険 (2)厚生年金保険 (3)雇用保険 (4)労災保険 ※(1)～(3)は加入条件あり 

 

１０．有給休暇 

なし 

ただし 6か月を超えて勤務することとなった場合、1年につき 10日 

（週勤務日数による割落としあり） 

その他、特別休暇(夏季、結婚、出産等)あり（条件あり） 

 

１１．選考及び申込方法 

面接（当日、履歴書を持参）をしますので、下記連絡先まで電話連絡の上、 

面接日時を予約してください 

 

 （連絡先）堺市立もず園  TEL072‐279‐0500（採用担当：園長・参事・園長代理） 


